
富山短期大学コロナ感染症対策本部（2020/08/06） 

 

学生・教職員（委託業者含む）から感染者（濃厚接触者含む）が発生した場合の当事者の行動フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：富山県内の帰国者・接触者相談センター等の電話番号】 

新川厚生センター 0765-52-2647 高岡厚生センター射水支所 0766-56-2666 

新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359 高岡厚生センター氷見支所 0766-74-1780 

中部厚生センター 076-472-0637 砺波厚生センター 0763-22-3512 

富山市保健所 076-428-1152 砺波厚生センター小矢部支所 0766-67-1070 

高岡厚生センター 0766-26-8414 富山県厚生部健康課 076-444-4513 

自宅・学内外を問わず、発熱、倦怠感、咳、咽頭

痛、味覚障害等、風邪の症状がある場合 

登校は禁止、外出も自粛、医療機関に連絡し、 

医者の指示に従う。健康観察・記録も実施。 

風邪の症状や３７度以上の熱等が３日以上続き、倦怠感

や息苦しさ、嘔吐、味覚障害等が見られた場合 

平日の場合 休日の場合 

本学へ連絡 

学生･･････学科へ 

教職員･･････各部署へ 

指示に従う 

外出はせず、自宅内でも

家族等と距離を取り、消

毒・うがい等の徹底とマ

スク着用により健康観察 

本学へ連絡し、医療機関へも連絡す

る。医師の指示を受けて行動する。 

医療機関に連絡し、医師の指示を

受けて行動する。本学関係者へも

連絡を入れる。 

必ず医師の指示に従って対応する。本学へも必ず連絡する。 

学生･･･学科又は学生支援課（休日の場合は担任等）へ、教職員･･････各部署関係者へ 

不要不急の外出・人との接触禁止 

医療機関等へ必ず連絡 


